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　例会報告（4月26日）

　国家管理が私的消費までを覆い尽くすデジタル消費社会へ

例会報告…（1）／「天安門事件の真相」から「習近平の夢」へ…森瑞枝（1）／例会予稿　日本人は六四天安
門事件をどうみたか　文革時期との比較もふまえつつ…土屋昌明（5）／文革研究の立場を問い直す　ア
ジア・フォード財団資金問題を再総括する（科挙と科研費、断絶と連続）…前田年昭（9）／日本の研究体
制とAF資金受入れ問題…上原淳道（10）／胡傑監督『私が死んでも』字幕（その1）…土屋昌明編訳（14）

　4�月26�日（木）午後19�時から、専修大学神田校
舎1�号館5�階ゼミ52で矢吹晋氏が「天安門事件30�周
年に当たり、中国電脳社会主義を語る」と題する報
告をおこなった。参加者は、朝・及川・田原・土屋・
福岡・森ほかであった。矢吹氏の報告は、ほぼ予稿
の内容にそって進められ、次の事項については詳し
い説明があった。
　一、天安門事件当時は、一部のことから全体を評
してしまう傾向が強かった。BBCのシンプソン記者
が世界中の輿論を作ったが、彼は北京飯店から実況
中継していたので、広場は見えなかった。これが虚
偽報道の典型で、そこから全体を判断してしまった。
　二、シンプソンと違って、アメリカの「アジア・
ウォッチ」のリサーチ・ディレクターであるロビン・
マンローは、「学生とともに死ぬ」という覚悟だった。
彼は広場に最後まで居残り、学生とともに撤退した。
その様子を冷静に描写している（9月23日の香港『サ
ウス・チャイナ・モーニング・ポスト』紙）。「そこ
にはパニックを示すようなものはなく、なにか虐殺
が起こったことを示すような微かな兆候さえもなか
った」（『チャイナクライシス重要文献』第３巻173頁）。
　三、その撤退を解放軍と交渉した劉暁波のキーパ

ーソンとしての役割は、学生たちに武器を捨てさせ
たことにもある。
　四、総じて言えば、当時の運動は下からの民主化
ではなく、趙紫陽が動員を出した官製デモの側面が
強いと今では評価できる。趙紫陽はデモを利用しよ
うとした。だからこそ鄧小平は、混乱がこわいだけ
でなく、文革からの類推をしてしまった。
　五、中国の発展においては民主化モデルが普遍的
と思われてきたが、その後の経済発展を経て、民主
化の問題は蒸発してしまった。国家の管理が私的消
費までを覆い尽くすデジタル消費社会を迎えてい
る。中国は今後、環境問題や社会主義の問題につい
て、人類の運命共同体的な役割を担っていく。
　フロアからは、天安門事件以後、日本政府が制裁
中止をいち早く決定したのはなぜか、という質問が
出た。これ対して矢吹氏は、中国は発展すれば民主
化するだろう、そうすればODAを進めやすくなる、
という見込みに日本政府がとらわれていたせいだろ
う、という見解を示した。
　多くの未知の事態が示された報告ではあったが、
この事件にはまだまだ考察を進めていくべき問題が
少なくないことも認識できた。� （編集部T）

　「天安門事件の真相」から「習近平の夢」へ
� 森瑞枝　

　矢吹氏の4月例会報告では、第二次天安門事件30
周年を目前にして、事件当時、10年後、20年後、
今現在までの、日本での天安門事件の報じられ方を

整理し、さらに目下進行中の習近平体制の国家ビジ
ョンを展望した。報告を通じて、日本の中国報道お
よび、ジャーナリズムが依存している日本の現代中
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国研究の欠陥が明らかになった。
　1989年6月4日、北京市のど真ん中、長安街に戦
車が繰り出し、市内のあちこちで解放軍の圧倒的な
武力によって、民主化を求める数百人とも数千人と
も伝えられる学生・市民が殺され、行方知れずとな
った。この日、人民解放軍によるおびただしい人民
殺戮があった。軍隊が市街地に繰り出し、発砲する
映像が世界中に配信されている。戒厳令もしかれた。
この、中国人民が共産党国家権力と命がけで対峙し、
潰された事件は、天安門広場のデモを契機におこっ
た。天安門広場とは、中華人民共和国の国家理念を
象徴する場所である。ゆえに一連の事件を天安門事
件と呼ぶのは正しい。だが、当の「天安門広場」で
は軍隊による学生・市民の大量虐殺は無かった。侯
徳健ら現場にいた者の証言があり、矢吹グループが
『天安門事件の真相』全2巻（ともに蒼蒼社、1990年）
で明らかにしている。しかし、その後ずっと天安門
広場では大量虐殺がおこなわれたとされてきた。
　矢吹氏は、マスコミのこの誤認について、たびた
び厳しい批判をしてきた。たとえば、2013�年1�月
27�日（日）午後に専修大学神田校舎7�号館でおこ
なわれたシンポジウム「レンズが撮らえた文革―
北京1966�年から21�世紀中国への視座」で、シンポ
に集った人々をまえに矢吹氏は次のように述べた。
「読売新聞だって私の（広場で虐殺は無かったと論
じた）記事を載せただけですよ。あとはなにもやっ
てない。NHK�は何年か前にスペインテレビのフィ
ルムは3�年後に紹介したけれども、それだけです。
世界的に見て、誤報の訂正を一番やってないのは日
本です。ウィキリークスは2�年前、2010�年6�月4�日
に、北京のアメリカ大使館から国務省に宛てた秘密
電報を暴露した。これを用いて英『テレグラフ』紙
は、「Tiananmen,�no�bloodshed�inside�Tiananmen」と
いう記事を書いています。日本はどういうことなの
か。当時の時点での誤報はやむをえない。しかし、
後日真相が分かったにもかかわらず、その訂正を一
切怠っています。日本のマスコミは危ういと私は思
っています」。これに対してフロアにいた参加者が
こう証言している。「私は1988�年から90�年まで天
安門事件をはさんで2�年、北京の外国語学院に留学
していました。胡耀邦が亡くなったあと、学生運動

のなかで留学生を集めて参加してくれ、ということ
で、広場でのハンストのときもずっと支援に行って
おり、89�年6月3�日の夜からずっと天安門広場にお
りました。そこで死者が出たかどうか、ということ
ですが、矢吹先生が書かれたように、広場の中では
死者はいないんじゃないかな。なぜなら英雄記念碑
のまえに、学生のリーダーが学生を集めた。テント
の中をまわって、残ってないかどうかを調べていま
した。私は実際見てますので、なかったと思います」
（「歴史を記録するということ、あるいは隠蔽への抵抗」『専

修大学社会科学研究所月報』No.�596、2013年2月20日）。
　この6月4日の解放軍と学生・市民の衝突と武力
制圧が、事件当初、他ならぬ「天安門広場での大虐
殺」という形で報じられたのは、ニュースの常とし
て、やむを得ないと私も思う。戒厳令が解かれてほ
どない1990年3月の天安門広場に立ったことがある
が、石畳にはいく筋ものキャタピラーの軌跡があっ
た。虐殺があったと信じていた私は、自分と同世代
の人々が、あの日、たしかにここで殺されたんだと、
胸を突かれたものだ。だからその後、当の「天安門
広場」では軍隊による学生・市民の大量虐殺は無か
ったという説をきいたときは、にわかには信じられ
なかった。先日、東京新聞で読んだ「劉暁波夫妻に
誓った約束」という記事で、劉暁波夫人の劉霞氏の
詩を翻訳出版した田島安江氏が、やはり天安門広場
に立って、「広場の塗り固められたコンクリートの
下に、天安門事件犠牲者の夥しい数の屍が埋まって
いる」という感想を書いているが、1990年の私の
認識は、これに近かったともいえよう。それにして
も、2018年における田島氏のこのような認識を、
私たちはどう受け取ったらよいのだろうか。田島氏
は、劉暁波夫人の訳者として、劉暁波のがんばりを
知っていて、それでも広場まわりの事件全体の犠
牲、精神的意味での屍という比喩で、このように表
現しているのか。劉暁波にノーベル平和賞が贈られ
たのは、文字通り身を投じた天安門事件の彼独自の
行動よりも、89年の事件全体の犠牲者のかわりに、
〇八憲章の発起人となったことにあるという含意な
のか。それとも、今でも広場の虐殺を信じているの
か（しかも遺体が広場の地下に埋められたと？）。
劉暁波は広場の犠牲を避けた立役者だろうに、その
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周囲の人は広場で犠牲が多く出たと宣伝しているの
だろうか？
　矢吹氏らの実証は、中国問題のメジャー評論家・
研究者のあいだですら、疑念をもって遇され、そし
てネグレクトあるいは周到に避けられてきた。たと
えば、岡部達味・毛利和子編『改革・開放時代の中国』
（日本国際問題研究所、1991年）所収の小竹一彰「天
安門事件と「社会主義」中国の危機」は、「（天安門
事件の）事態の徹底的な解明はぜひ必要な作業では
あるが、いまのところ不確実な推測を積み重ねる以
上のことはできないのではないか」という（103頁）。
そこの注で言及されているのは、矢吹の『天安門事
件の真相』である。不確実な推測を積み重ねるのを
忌むのは、いちおう研究者の見識ではあろうが、そ
のあと確実な事実認識ができるようになったのだろ
うか。30年経っても、決定的な資料など出てはおらず、
そして残された資料からの推測もさして進まずにい
るのではないか。広場の虐殺を周知の事実とする天
安門事件に対する認識は、30年かけても深化してい
ない、と言わざるをえない。
　いずれにせよ、広場での虐殺を信じたのはやはり、
炎の燃えさかる光を背後に、銃を水平に向けた軍の
兵士たちがゆっくり進むさまを撮ったテレビ映像の
影響が大きかった。あの表象を克服することが必要
だが、なかにはいまだにあの表象にもたれている研
究者もいる。国分良成氏は昨年出した岩波全書『中
国政治からみた日中関係』でこう書いている。「三
日夜中から四日未明にかけて戒厳部隊はついに天安
門広場に突入した。このとき天安門前の長安街にい
た群衆は、学生とともに部隊に抵抗した。とはいえ
装甲車を含めた部隊の優勢な武器により、彼らは一
挙に逃げ出した。この間の惨劇に関しては、われわ
れはテレビの映像を通して鮮明に記憶している」（51
～52頁）。テレビ映像によって事件の真相は明白で
論じるまでもない、というのはどういうことなのだ
ろうか。ちなみに、広場の虐殺が無かったことにつ
いて国分氏はこう書いている。「彼ら（劉暁波・侯
徳健ら）と軍部隊との交渉の結果、残留していた学
生たちは四日明け方、広場東南部から「平和裡」に
全体撤退し、各人学校に戻った。つまり、最後の撤
退そのものは「無血開城」であったといわれる」（52

頁）。「といわれる」とするのは、矢吹氏の『天安門
事件の真相』によっているからである。この説明は
どうやら、私たちの目に焼き付いているテレビ映像
とそれにまつわる虐殺説と、広場で虐殺は無かった
という矢吹説とを折衷しているような感じがする。
　もう一例をあげれば、『東京新聞』2018年6月4日
の天安門事件に関する記事で、写真のキャプション
には�「6月4日未明、天安門広場まで約1キロの長安
街六部口交差点で、学生や市民の阻止行動に遭い、
炎上する装甲兵員・輸送車=共同」とあり、その下
のコメントには「運動を「反革命暴乱」と決めつけ
て軍が武力弾圧した。6月3日夜に制圧を始め、4日
未明には広場に突入して鎮圧した。当局は死者数を
319人としているが、実際は1,000人以上との見方が
多い」とある。こうした記事と写真の抱き合わせに
より、読者は天安門広場の虐殺という認識を強化し
てきたわけである。
　日本ではなぜこのような構図を好むのか。民主化
を請願する丸腰の学生たちの集う天安門広場を軍隊
が封鎖して、武力による虐殺をするという構図に、
無意識の投影があったのではなかろうか。矢吹氏も
言うように、天安門事件の世界的震源はソ連圏の動
揺にある。中国の学生たちに、自由をもとめるハン
ガリーやチェコの市民の昔の光景をオーバーラップ
していたのではないか。単純で時代遅れな構図だし、
宗主国の軍隊が属国政府を踏み潰したわけでもない
のに。中国の学生たちの、共産党に親心を期待する
ような愛国心や、知識人のこむずかしい文明論的政
治批判などよりも、東欧にかつて吹いた春風がいま
中国にも吹いているという単純化こそが、知的錯誤
の核心にあったのではなかろうか。
　今後は、天安門広場を中心としながらも、天安門
広場での虐殺は無かったという事実をふまえ、その
ことの意味を問わねばならないだろう。中国共産党
という権力の振る舞いを分析すること。
　同時に、劉暁波（1955~2017）の「ハンスト宣言」�
も、劉暁波らが天安門広場の流血を回避すべく奔走
したこともかき消されたままである。当局も学生も、
いかにして、どこまで受け容れたのか。さらに、ウ
ルケシら、脱出した人々のその後の活動、当局の対
応などから、国家運営と民主化の命脈を考察するこ
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とも必要だ。
　とはいえ、いまだに天安門事件といえば、天安門
広場での大虐殺というイメージが通用しているのは、
今現在の中国、ひいては世界を考察する上でも深刻
な問題をはらんでいると思う。矢吹氏が天安門事件
30周年にあたってこの問題に焦点を絞ったのは、た
んに自説のプライオリティに拘っているわけではな
く、上述のような真相を追究しようとしない態度、
認識を改めようとしない態度に、考察の危うさを共
有せよとの意であろう。というのは、天安門事件に
対するこうした考察上の問題と同じことが、習近平
体制の評価についても言えるからである。いま中国
で凄まじい勢いで進行していることは中国だけの問
題ではない。資本主義の将来、人類文明の地殻変動
に我々はすでにぶち込まれている。中国はその変動
に乗って生き延びようとしている、なりふりかまわ
ず。矢吹の新著は大局を睨み、具体的なデータで状
況を直視し、習近平体制の構想を見とおそうとして
いる。猛然と食らいつき怯まず論じる勢いに、読む
者は思わず知らずたじろいでしまうのだが、ここで
矢吹が習近平体制の「成功」の核が王岐山にあるこ
とを誰よりも早く見通していたことを思い出そう。
そして新著ですでに今現在の半島情勢に至る経緯も
把握している。
　そこまでは承知してもなお、矢吹が提示する「習

近平の夢」については、なにかついて行けない感じ、「文
革礼賛」ならぬ習近平礼賛のごとく見えてしまうよ
うだ。そのように見えてしまうのにも、古い政治観
の無意識が働いているのではないか。しかしじつは、
私たちの習近平体制に対する戸惑いは、人類史的変
動についてゆけない戸惑いなのかもしれない。
　私自身は、リヴァイアサンの影がどんどんおっ
かぶさってきているように感じながら暮らしている。
世界の輝きが失せてゆく。デジタルリヴァイアサ
ンとは1、2、1、2、1でできたデジタル工学社会で、
生きものは信号媒体となり、息を失う。自分ともど
も息の絶えてゆく様を観察しながら、無機質な世界
で生き延びてゆくしかないのか。矢吹が見通す中国
の夢とは、巨大に生き延びながら人類を食わせてく
れようとする中華天下構想であり、デジタルリヴァ
イアサンを飼いならすと覚悟した暗澹たる近未来に
違いない。観測結果がどんなに厳しくとも、方向を
見通すことができるのは、人の気力を喚起する。生
きる気力は、少なくとも、五里霧中や誤魔化しでは
えられない。今できること、生きのびる手立ては、
ニヒリズムへの抵抗だ。人間は頭脳や心臓だけで生
きているのではない。人体はダイバーシティの形象
だ。人類がどうかすこやかな人体のような社会とし
て生き延びられますように（森瑞枝の夢である）。
� ☆

今後の研究会予定
8 月例会 23 日（木）≠最終木曜、10 月例会 5 日（木）ともに発表者未定。希望者は幹事まで
ご連絡ください。いずれも午後 19時～、専修大学神田校舎 1号館社会科学研究所
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　6月例会（2018年6月28日）報告予稿

　日本人は六四天安門事件をどうみたか　文革時期との比較もふまえつつ
土屋昌明　

　はじめに

　ここでいう「六四天安門事件」とは、直接的には、
1989年6月4日未明におこった、学生らに対する中
国人民解放軍による鎮圧行動のことである。それを
特にとりあげるのは、テレビ映像とアナウンサーの
声によって、具象的な印象を与えられ、しかもその
後も反復して目にした表象であって、心理的な影響
が非常に強かったからである。とはいえ、その表象
から受けたショックは、単に軍隊が丸腰の学生らを
銃器と戦車で鎮圧した点だけにあったのではなく、
その日まで座り込みやハンストなどの平和的な方法
で異議申し立てをしていた学生らに対するシンパシ
ーと期待感との落差にもよる。
　じつは、「天安門事件」といったときに指す時間
的な範囲は、論者によってまちまちである。前回の
例会で矢吹晋氏が『天安門事件の真相』全2巻（と
もに1990年、蒼蒼社）をとりあげたが、上巻には矢吹
氏「天安門事件の政治的プロセス」「天安門事件の
軍事的プロセス」、下巻には「1989年春の中国学生
運動」（村田忠禧）、「デマと錯覚と天安門事件」（白
石和良）、「北京における虐殺の真相」（ロビン・マ
ンロー著、矢吹晋訳）というように、はじめは「天
安門事件」のほか、「1989年春の中国学生運動」「北
京における虐殺」などともいわれている。6月4日の
結果を「事件」とみて、考察としては、そこに至る
プロセスとその後の結末（つまり始末）を含めるこ
とになる。
　この事件の経緯をどうみていたか、そこにどのよ
うな解釈があったのか、というところから本考察を
進めていきたい。

　事件の経緯に関する問題とその後の認識

　この点について、比較的普及している関連書であ
る『原典中国現代史』下（岡部達味、天児慧編、岩波

書店、1995年）では、次のようにいう。

1978年から始まる改革・開放の時代で、最も衝
撃的で、政治社会的に大きな問題を投げかけたの
が、1989年4―6月に北京を中心として起こった
いわゆる「第二次天安門事件」（以下、「天安門事
件」と略記）である。それは同時に1949年の中
華人民共和国以来、共産党が指導しない民衆運動
として、あるいは共産党独裁の統治体制に対する
大衆的な「異議申し立て」行動として前例を見な
い大規模なものであった。（228頁）

　ここでは「天安門事件」は、1989年4～6月にお
こったことになっている。つまり、学生・知識人の
運動とそれをめぐる政権内の意見対立および6月3～
4日に軍隊によっておこなわれた、学生・知識人・
市民らの街頭活動の鎮圧を含む広義となる。じつ
は、本書はもっと広い時間的範囲を前提しており、
「天安門事件の経緯」として、次のような段階を提
示している。
　第一段階＝4月15日以前。第一段階の始まりは明
示していないが、おそらく、1989年2月26日「北京
科学界42人の公開状」あたりを始まりとみているの
ではないかと思われる。　
　第二段階＝4月15日～5月16日。4月15日は胡耀邦
の急死をさす。5月16日は趙紫陽がゴルバチョフと
の会談で、「第十三回党大会以来、われわれは最も
重大な問題を処理する場合は、必ず鄧小平同志に報
告し、彼の教えを求めている」という十三期一中全
会の決定に言及したことをさす。
　第三段階＝5月17日～6月9日。5月17日は前日の
趙紫陽のゴルバチョフとの会談の談話をうけて、厳
家其らが「五・一七宣言」を出したことをさす。6
月9日は「戒厳部隊の幹部を接見したときの鄧小平
講話」をさす。鄧小平はこの講話で、「動乱」の目
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的は「共産党打倒」「社会主義制度の転覆」にある
と断言した。6月3～4日の軍隊による鎮圧はこの段
階におこった。
　第四段階＝6月10日～翌1990年1月10日。1月10日
は北京の戒厳令の解除をさす。
　つまり「天安門事件」の含意には、民主化運動へ
のきざしがあったころから戒厳令解除まで、軍隊に
よる鎮圧を結末とする4月から6月まで、軍隊による
鎮圧行動そのもの、という三つくらいの使用法があ
るようだ。
　段階の区切り方は便宜的なものだが、なにをもっ
て区切りとするかに、『原典中国現代史』編集当時
（1995年）の事件の経緯に対するみかたが反映している。
　たとえば、第二段階の区切り方で、4月26日に『人
民日報』社説が出された時点を転換点とみていな
い。この社説は、学生の運動を「共産党の指導を根
本から否定」「社会主義制度を否定」する「動乱」
だと断定した。従来、これは鄧小平が意思表示をし
たものと考えられてきたが、じつは鄧小平は、自分
の言がこのようなかたちで発表されたことにショッ
クを受けたらしい。趙紫陽によれば、「鄧（小平）は、
李鵬が自分の発言を公表したことを快く思っていな
かった」という（『趙紫陽回想録』光文社、2010年、47
頁）。鄧小平は自分の感想が学生たちを刺激し、事
態を悪化させるのを心配していたわけである。その
予想どおり悪化した。趙紫陽はこう述べている、「デ
モが拡大し、あのような騒乱へと発展した原因は、
すべて4月26日の社説にある。社説が発表される以
前と以後で、状況は激変した。適切な手段で事態を
処理していれば、あんな悲惨な結果にはならなかっ
ただろう」（『趙紫陽回想録』44頁）。
　また、第三段階の区切り方について、『原典中国
現代史』の論者は、民主化を求める学生・知識人と
権力者との対決激化とみて、第三段階の始発を厳家
其らの「五・一七宣言」としている。この宣言につ
いて、「鄧小平を「称号なき皇帝」「年老いて愚昧な
独裁者」と罵倒し、全面対決を呼びかけた」と読ん
でいる。論者は、5月17日を境に、学生運動は鄧小
平との「全面対決」へと転じたとみているようである。
　厳家其らの論理は、前日のゴルバチョフとの趙紫
陽談話を承けている。趙紫陽は「われわれは最も重

大な問題を処理する場合は、必ず鄧小平同志に報告
し、彼の教えを求めている」と述べた。鄧小平の指
示を仰ぐ十三期一中全会の内部的な決定を、趙紫陽
はなぜわざわざゴルバチョフに話して公開したのか。
従来、この問題をどう解釈すべきかがよくわからな
かった。矢吹晋氏も「文脈から見て、中共中央委員
ですらない一党員の鄧小平がなぜ党を代表して中ソ
首脳会談を行ったかを、ゴルバチョフに説明したと
するのが一解釈である」と述べており（矢吹晋編訳『チ
ャイナクライシス重要文献』第二巻25頁）、ほかの解釈
が入る余地を残していた。というのは、学生のハン
スト要求という当時の状況を考慮すると、単なるゴ
ルバチョフに対する外交的な応接とは思えなかった
からである。この発言は、当然ながらこう解釈され
る。趙紫陽らが学生の要求を容れてハンストを中止
させたいと思っても、鄧小平がうんと言わなければ
実行できない、それが制度的に保証されている、と。
だから、このような政府は「共和国政府ではない」
と厳家其らはいう。厳家其らは「昨日午後、趙紫陽
総書記」の談話として、こう引用した、「中国の一
切の重要な意思決定はこの老いた独裁者によって行
なわれている」と。趙紫陽はここである種の政治的
な賭に出たのであり、それを承けて、趙紫陽のブレ
ーンである厳家其が宣言で敷衍した、ともとれる。
　しかし、趙紫陽は「この老いた独裁者」とは述べ
ていない。厳家其の宣言は趙紫陽の発言をねじ曲げ
て、アジテーションに利用している。それで矢吹氏
の『チャイナクライシス重要文献』では「（趙紫陽
の発言は）民主化「動乱」の当事者たちによって別
解釈され、「独裁者は辞職せよ」というスローガン
に転化されて波紋を拡げていった」と指摘している
（第2巻25頁。同書でも趙紫陽発言と厳家其宣言のあいだに

区切りを入れる）。
　『原典中国現代史』の論者は、この「転化」をふ
まえて、ここに第三段階のくぎりを設定し、天安門
事件は第三段階にいたって独裁者鄧小平の打倒をめ
ざしたものになったことを強調しているのである。
共産党独裁は鄧小平独裁であるから、鄧小平独裁へ
の反対は共産党独裁への反対になる。それゆえ、事
件の要因を考えても、この観点から説明して、次の
ように論じる。「第一は、十年に及ぶ改革・開放の
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推進がもたらした社会構造や意識の変化の側面であ
る。近代化を目指したさまざまな経済改革は、必然
的に社会階級・階層の流動化、生活水準や生活様式
の変化、都市を中心とした情報化、価値観の多様化
などを生み出した。それは従来絶対視されていた共
産党による一党独裁統治の正統性を内面から崩して
いく要素となるものである」（『原典中国現代史』下、
228頁）。社会構造や意識の変化が一党独裁統治の正
統性を「内面から崩した」、つまり共産党に独裁の
正統性があるという意識ないし心理が減退し、その
結果、共産党独裁に退場を願う（多党制を求める）
運動となったと解釈している。おそらく、このよう
な解釈が当時の日本人のみかたを代表しているだろ
う。
　趙紫陽の発言について、本人は次のように述べて
いる。「（この発言は）鄧の威信を守りたい一心で述
べた言葉だったのだが、それが大きな誤解を生む結
果となった。人々は、この危機的な状況で、私が責
任を回避し、鄧を前面に押し出し、（無理やり）民
衆と対決させようとしていると思ったのだ。そんな
ふうに解釈されるとは、まったく予想もしていなか
った」（『趙紫陽回想録』100頁）、「（発言の）後になって、
鄧と家族が私の発言に不快感を示しているどころか、
激怒していることを知った。これは予想外のことで
あった。一体全体なぜ鄧は、私がわざと彼を前面に
押し出して民衆と対決させ、責任を逃れようとして
いるなどと考えたのであろうか。誰がどんなふうに
して鄧を怒らせたのかは、いまもわからないままだ」
（同前103頁。回想のこの部分は1992年に書かれたことが文

中で明示されている）。つまり、『人民日報』社説が出
たあと、鄧小平に対する学生・大衆の反発・非難が
盛り上がったので、それを緩和させようとして、こ
の発言をしたのだ。「鄧小平に対する世間のイメー
ジは向上するだろうと思った。少なくとも、鄧が自
らの意志で権力を奪取したわけではなく、党中央委
員会第一回全体会議、つまり党全体としての決定で
あることを明確化できるはずだ」と趙紫陽もいって
いる（同前101頁）。趙紫陽は厳家其の宣言に言及し
ていないが、両者の意図には大きな隔絶があったこ
とが理解できる。その点では、これをもって経緯の
転折とするみかたは的を射ていたといえる。

　天安門事件をそれ以前の現代史とどう接続するか

　つぎに、上に揚げた『原典中国現代史』の解説の
問題点をみておきたい。「それは同時に1949年の中
華人民共和国以来、共産党が指導しない民衆運動と
して、あるいは共産党独裁の統治体制に対する大衆
的な「異議申し立て」行動として前例を見ない大規
模なものであった」という説明である。天安門事件
の性質がふたつ指摘されている。ひとつは「共産党
が指導しない民衆運動」、もうひとつは「共産党独
裁の統治体制に対する大衆的な「異議申し立て」行
動」で、そのふたつは「前例を見ない大規模なもの」
という。つまり、「共産党が指導しない民衆運動」
も「共産党独裁の統治体制に対する大衆的な「異議
申し立て」行動」もかつて存在したが、これほど大
規模なのは今回がはじめてだというのである。この
説明では、「共産党が指導しない民衆運動」や「共
産党独裁の統治体制に対する大衆的な「異議申し立
て」行動」が具体的に何をさしているのか明示され
ていないが、そのようなものの存在が前提されてい
る。しかもそれらの流れの上に天安門事件があると
みているようだが、それらとどう接続されるのかは
説明に及んでいない。では『原典中国現代史』以前
の日本の研究では、「共産党が指導しない民衆運動」
「共産党独裁の統治体制に対する大衆的な「異議申
し立て」行動」についての紹介が少なからずおこな
われ、天安門事件はその流れの上に位置づけられて
いたのだろうか。
　この点で、姫田光義氏の『中国―民主化運動の歴
史』（青木書店、1990年4月）の議論は興味深い。姫田
氏は天安門事件を実体験的にまとめたあと、民主化
運動の歴史を近代から辿る作業をしている。そのな
かで57年の整風運動をとりあげ、北京大学の譚天栄
のほか、林希玲の発言を引用し、「驚くべきことに、
この時期の自由と民主への要求は今日のそれと基本
的にはほとんど変わっていない」という感想を書い
ている（98頁）。しかし、この民主化運動は大衆運
動として広がる前に、反右派闘争によって抑圧され
た（姫田氏は、反右派闘争の原因を毛沢東の心変わ
りとみている）。
　天安門事件は、姫田氏に文化大革命についての評
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価を再考させた。次のように述べている。「もしも
「三害」（注：教条主義・官僚主義・セクト主義）へ
の批判のみに目を向けて民主化を論ずるならば、「十
年の災害・動乱」といわれるいわゆる「プロレタリ
ア文化大革命」にも一定の民主化運動的側面があ
る。私がこういうのは、私自身、変な気分であり、
一抹の悲哀を感じざるをえない。というのは、私は
わが国での文化大革命批判派に属し、文革で犠牲に
なったり失脚した人々、たとえば鄧小平にきわめて
同情的であったからだ。しかし今日、文革の再来を
恐れる老人たちによって、学生や市民が無造作に殺
され、その民主化要求が弊履のごとく捨て去られる
のを見ると、今日の民主化運動とは根本的に異なる
性格をもっていることを前提にしながらも、ひょっ
とするとあの文革にも何かいいところがあったので
はないか、とさえ思われてくるのである」（101頁）。
「「四大自由」とか「大民主」とは、「大鳴大放・大
牆報または大字報・大弁論・それに大連串」で、
1975年の憲法第45条に公民の権利として言論・通
信・集会・出版・結社・デモ・ストの自由などとと
もに認められていたものである。しかしそれらは文
化大革命の否定とともに否定され、80年憲法では削
除されるに至った。この削除は「民主と法制」の推
進と抱き合わせで提起されたものであるが、しかし
具体的にはこれらに替わる新しい民意表明の民主的
手段は提起されておらず、民衆の不平不満のはけ口
はなんら保証されていなかった」（102頁）。
　姫田氏によれば、文革批判の問題点は、毛沢東個
人崇拝の根源を絶ちきれなかったことと、人民民衆
の自由と民主化の要求を、煽動され利用された紅衛
兵らの暴力集団のスローガンや行動と混同し、十把
一からげにして否定し無視し去ったことだという。
この後者の問題が、大きな禍根を残したのである。
ここでも「紅衛兵」という言葉で混同されている部
分があるように思われ、よりいっそうの分析が必要
ではあるが、この意見は傾聴に値する。しかし、こ
のような姫田氏の説はあまり議論されず、深まるこ
とはなかったようにみえる。

　結語

　日本における六四天安門事件のみかたは、『原典中

国現代史』が前提した側面、つまりそれ以前の現代史
との連続性について、むしろあまり考慮してこなかっ
たように思われる。これはおそらく、文革の終焉と文
革評価の反転によって、日本における中国研究者・
中国観察者が、目の前の事件を50年代から70年代の現
代史に結びつけるのを忌諱するようになったためで
はなかろうか。あるいは、文革評価の反転が、中国
共産党評価の反転にならなかったことが関連するの
かもしれない。毛沢東や周恩来は懐の深い大人物だ
というイメージ、鄧小平は「誰よりも豊かな政治的
智恵と経験を持っている」（趙紫陽、同前101頁）とい
うイメージを、日本人は80年代になっても持ってい
た。また、解放軍は八路軍の流れで、高い倫理を持
っているはずだ、などという思い込みがあった。だ
からこそ、鄧小平が学生鎮圧に軍隊を使い、解放軍
が人民に銃をむけたということが非常な驚きとショ
ックになった。馬場公彦氏も「学生の民主化要求に
政府は何らかの形で前向きの反応を示すことで中国
社会が好転するだろうとの希望が見るも無残に打ち
砕かれたことへの衝撃が、さらに換言すれば、まさ
か解放軍が人民を鎮圧する側に回るはずがないとの
確信が完全に裏切られたことへの失望が、誌面の背
後にはあった」と述べている（「天安門事件に到る道　
1988‒1990�年―日本から見た背景・経過・結末―」『アジア

太平洋討究』No.�21、August�2013、125頁）。しかし、文革
時期にしかれた軍による管制を知っている者からす
れば、そんな楽観は持てなかったであろう。たとえ
ば蘇暁康は、天安門の軍事鎮圧以前に運動から離れ
て国外に脱出した。彼は1949年生まれで、造反派が
軍事管制をうけた時期（1968年前後）に19歳、文革
時期における解放軍の実力を知っている世代である。
　学生運動をリードした方励之と同時に中国科学技
術大学に奉職していた顧雁が、反右派闘争で批判さ
れたあとに共産党打倒を主張した星火事件の経験と
その反省から、天安門の活動の背後には党内の矛盾
があると喝破して、学生たちに参加するのは危険だ
とよびかけたという。私はこの話を顧雁本人から聞
いて、1959年の反右派闘争と1989年の天安門事件
の30年を通じたみかたをすべきだと反省した。それ
は、1989年と2019年の30年を考える参考ともなる
と思う。� ☆
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　研究ノート

　文革研究の立場を問い直す　アジア・フォード財団資金問題を再総括する
前田年昭　

　「宗教的であること」や「政治的であること」自
体を否定的レッテルに用いることは、真理を求める
学問研究の立場からは正しくない。なぜなら、この
社会にあって、いかなる人々も宗教や政治と無縁で
はあり得ないからである（無神論の立場も含めて）。
自分自身を主観的には「非宗教的」「非政治的」と
思っていても、客観的には政治性を付与され、また
「非宗教的」「非政治的」という主張自体が何らかの
宗教的、政治的な立場の補強以外の何ものでもない
ことがしばしばである。こうした主張は、「宗教」
や「政治」の現実に気づいていない（もしくは目を
背けている、あるいは隠している）ことに起因する。
研究者は自らの社会的責任を考え、自己の主体性を
確立する必要がある（とくに、中国研究の分野では、
戦前からの東洋学、シナ学の悪しき「伝統」がいま
だに正されていないことは、本誌第5号10ページで
も指摘したとおりである）。
　
　こうした観点から私は先日、「科挙と科研費　連
続と断絶」という短文で、アジア・フォード財団資
金問題の再総括を提起した（ブログ「繙蟠録」2018年
5月20日付）。ここに再録するとともに、併せて中国
史研究者・上原淳

ただみち

道（1921-1999）の文章を紹介す
る次第である。

科挙と科研費、断絶と連続
　19世紀後半、東アジアに殺到した黒船は、ブル
ジョア的な「近代化」の波であった。「彼らはすべ
ての民族に、いわゆる文明を自国にとりいれるこ
と、すなわちブルジョアになることを、強制する」
（マルクス、エンゲルス『共産党宣言』1872）。国
家は独立を求め、民族は解放を求め、人民は革命を
求める。日本は明治維新で独立を保持したが、朝鮮
と中国は独立を失って植民地になった。徳川幕府は
1868年に倒れたが、李氏朝鮮は1910年まで、清朝

は1912年まで倒れなかった。三民族の運命を分け
た理由はどこにあったのか。朝鮮と中国では外圧に
抗する主体的な変革、維新が成就しなかったのは、
なぜか。
　この問いに、2年前に亡くなった歴史家、毛利敏
彦は「科挙」の存在を挙げる（『明治維新の再発見』
吉川弘文館、1993年）。科挙は上級官吏登用試験であ
る。洋の東西を問わず世襲システムしか存在しなか
った6世紀末から、能力のある者を試験で登用しよ
うという画期的な制度として始められた（宮崎市定
『科挙』1963年、中公文庫1983年）。唐代には50倍だっ
た競争率はやがて3,000倍になり、受験戦争は、四
書五経を書き込んだカンニング下着などの悲喜劇を
引き起こすまでに加熱する。朝鮮にも高麗朝期に伝
わり、李朝期に整備された。

その結果、あまねく全国の人材は中央に吸いあげ
られ、王朝権力の統治能力は確実に強化された。
それだけでなく、知識層の中央志向と王朝への忠
誠・帰属意識をも培養した。さらに試験に課され
た儒学教義が国家公認イデオロギーとして広く受
容され定着したのはいうまでもない。つまり王朝
側は知的世界において圧倒的優位を保持できたわ
けである。この状況下では反体制・異端の思想・
運動は育ちにくい。� （毛利、前掲書pp.219-220）

　一世紀が経過し、歴史は反転する。朝鮮や中国は
王制を廃止したが、日本ではいまだに天皇制を保ち、
「退位」は議論になれど、天皇制廃止は議論にすら
ならないありさまである。日本はいま、国家は独立
せず、民族は隷属し、人民は階級解体されている。
なぜか。明治維新の原動力だった在野の批判精神は
いったいどこに行ってしまったのか。
　学問は本来、世の難儀な目に遭わされている人び
とのためにあり、人びとが抱える問題を究め解決す
るために存在する。しかるに現在、批判精神が衰退
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させられてしまっている。その背景にある条件とし
て、帝国大学令（1886）によって設立された大学（七
帝大：北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、
九州）を頂点とした科研費（皇道教育強化を背景に
1939創設）予算配分による管理があるのではないか。
理系への目先の「有用」な研究への重点配分は、資
本と権力による支配の証左である。ノーベル賞受賞
などで文化国家との勘違いする向きがあるが、その
研究は現在の教育研究体制からではなく、四半世紀
前の教育研究のなかで培われたものである（維新の
志士が育ったのは、薩長藩閥による明治教育ではな
く江戸時代の在野の教育だったことと同様）。
　山本義隆は『近代日本一五〇年　科学技術総力戦
体制の破綻』（岩波新書、2018）で、物理学が物心と

もに最も自由を謳歌したのは戦中であり、戦後も戦
争責任を問われなかった事実を挙げ、1945年を断
絶でなく総力戦体制の連続として捉える観点を提起
している。文科省による人文系学部の廃止見直し方
針（2015年6月）に対して被害者意識から非難する
以前に、戦前から連続し増大し続ける科研費予算の
配分に血道を上げさせられている自らの姿を歴史的
に検証する必要があると私は考える。1962年のア
ジア・フォード財団の資金援助問題＊に対する議論
と反対闘争の再々総括を提起するゆえんである。
※�06/03、6/23補記しました。

＊�『アジア・フォード財団資金問題に関する全中国研究者

シンポジウムの記録』（中国研究者研究団体連絡会議、�

1962）

　日本の研究体制とＡＦ資金受入れ問題（1973年5月7日）
上原淳道　

　一九六八年以降の大学問題（「大学闘争」あるい
は「大学紛争」）でさえ、ときとしてたんなる過去
のできごととして取り扱われるようになったこんに
ち、一九六二年以降のAF資金（アジア・フォード
両財団資金）受入れ問題、ならびに、受入れ反対運
動が、それ以上に過去のできごととして取り扱われ
ても、さらには、まったく忘れ去られても、ある意
味ではいたしかたのないことであるかもしれない。
　しかしながら、AF資金受入れ問題はたんなる過
去のできごととして取り扱ってすむこととは思われ
ないし、まして、まったく忘れ去ってよいこととと
は思われない。それは、歴史研究者は過去の事実を
現代的（あるいは現在的）観点から掘りおこし、そ
の現代的（あるいは現在的）意義を考えるべきもの
であるから、という一般論だけからそう言うのでは
ない。AF資金受入れ問題がおきるにいたったよう
な（あるいは、人々がそれにたいして反対運動をお
こさざるをえなかったような）日本の研究体制、学
界や大学の体質、また研究者のありかたなどは、そ
の後の激しい「大学闘争」あるいは「大学紛争」を
経験してさえ、なお本質的にはほとんど変化せずに
存続していると考えられるからである。

　「AF資金受入れ問題」、やや長く言えば「アジア・
フォード両財団からの資金供与による現代中国研究
計画に関する問題」、短く言えば「AF問題」につい
て、その計画の内容、反対運動の経過と成果、また、
受け入れる側の言い分、反対する側の根拠などにわ
たってくわしく述べることはしない（それら諸点に
関してくわしく知りたい方々のためには、中国研究
者研究団体連絡会議

4 4

編集発行『アジア。フォード財
団資金問題に関する全中国研究者シンポジウムの記
録』一九六二年、ならびに、『中国研究者研究団体
連絡協議会

4 4 4

ニュース』1―8号、を参考としてあげて
おく。また、一九六二年度の『歴史学研究』および
『歴史学研究会会報』（同年度中に『歴史学研究月報』
と改題）には、歴研総会の決議のほか、関係のある
記事・文章がいくつか載っている）。ただ、参考文
献を見ることが困難な方々もあろうと思われるので、
以下の記述のうちに計画の内容その他の諸点に関し
ても触れるようにする。
　一九六〇年、広範な日本国民の激しい反対運動に
もかかわらず、日米安全保障条約は改定され、いわ
ゆる日米新安保条約が発効した。新安保体制下の日
本は、従来にもまして、アメリカとの結びつき、ま
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た、台湾や韓国との結びつきを強め、同時に中国（中
華人民共和国）や朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）
にたいしては敵視的・敵対的態度を強めることにな
る。日米新安保体制は、言うまでもなく、基本的に
は軍事的体制であるが、新安保条約成立以後の時期
をそれ以前の時期と比較してみると、日本とアメリ
カ（ならびにその同盟諸国）との結びつきが、たん
に軍事面・政治面にとどまらず、いわば文化面・教
育面にまでも拡大され強化されたことが一つの特徴
として認められるであろう。
　一九六二年一月に東京で開催された「文化および
教育の交流に関する日米合同会議」（略称「日米教
育文化会議」）は、前年の池田・ケネディ会談の決
定に従って、貿易経済委員会の会議、科学委員会の
会議につづいて開催されたものである。会議の議題
なり討論なりにかりに「政治的」なものがなかった
としても、会議の開催自体がもつ政治的意味は否定
できず、たとえばここにも新安保体制の文化面・教
育面への拡大・強化が見られるのである。
　「日米教育文化会議」は、のちに第二回以下が開
催されているので、一九六二年のを第一回と呼ぶが、
その第一回会議にたいする報告書『日米文化・教育
交流の一〇年間、一九五二―一九六一』は、日本側
専門委員の一人中屋健一氏とアメリカ側専門委員の
一人ロバート・S・シュワンテス氏とによって作成
された。この報告書のなかにすでに「東洋文庫は近
い将来、フォード財団から現代中国研究費としてか
なりの額の資金を受けることを期待している。毎年
一人のアメリカの学者が同文庫で研究することも、
この計画のうちに含まれている」（二六二ページ）
と記されているが、実はこのとき東洋文庫は、「フ
ォード財団から」のみならず、アジア財団からも「か
なりの額の資金を受けることを期待して」いたので
あった（なお、第一回日米教育文化会議、とくに中
屋・シュワンテス報告書にたいする批判は、『思想』
四五三号所載の「日米の文化・教育の交流について
の雑感」＊に書いておいた）。
　日米新安保体制の文化面・教育面への拡大・強化
はほかにも見られる。アジア・フォード両財団資金
の受入れ機関である東洋文庫にかかわりのあるも
のとしては、一九六〇年（新安保条約成立のその

年）十月末から十一月初にかけて台北で開催され
た「東亜学術研究委員会、中日韓第一次会際会議」
があげられる（「会際会議」とは、“Inter-Council�
Conference”の中国語訳である）。日本の東方学研究
日本委員会、台湾の中国東亜学術研究計画委員会、
韓国の韓国東亜文化研究所、以上三国（あるいは三
機関）の学者たち（いずれもいわゆる東洋学者）が
台北に集まった。ほかに、ホンコンからも学者が来
ており、ハーバード・燕京研究所所長で、のちに駐
日大使となったライシャワー氏もオブザーバーとし
て参加している。日本の東洋学研究日本委員会と
は、要するにハーバード・燕京の資金受入れ・配分
の機関であって、その事務局は東洋文庫のなかにあ
り、事務局長は東洋文庫の専務理事でもあり、研究
部長でもあるところの榎一雄氏である（この「会際
会議」にたいする批判は『現代の眼』一九六三年二
月号所載の「中国研究者の社会的責任」に書いてお
いた。そこに書かなかったエピソードをつけ加える
と、会議の閉会ちかく、台湾の李済氏が、この会議
はライシャワー氏の“baby”である、と言うと、ラ
氏は、自分はせいぜい“god-father”のようなものだ、
と応じている）。
　このような情況のうちに、東洋文庫によるアジア・
フォード両財団資金の受入れが明らかになる。その
ことは受け入れる側が進んで明らかにしたのではな
く、反対する側が明らかにした。あるいは、明らか
にさせたのである。多くの人々がAF資金受入れに
ついて知ったのは、小野信爾氏の「中国現代研究に
おける安保体制」（『新しい歴史学のために』七七号）
によってであり、この小野論文は上記の『全中国研
究者シンポジウムの記録』に再録されている。
　フォード財団からは五ヵ年計画をもって十七万
三千ドル、アジア財団からは三ヵ年計画をもって十
五万四千ドル、合計すると当時のレートで約一億二
千万円の金が、いわば専門研究者による現代中国の
研究のために（F資金）、また、いわば若手研究者
による近代中国の研究のために（A資金）、それぞ
れ提供されることになったのであるが、問題はたん
にその金額の大きさにのみあるのではなかった。
　一九六一年十二月二十六日づけのフォード財団の
発表は、「フォード財団は今日、現代中国について
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の重要な知識を供給する研究のために日本、台湾、
合衆国の諸研究機関にたいする総計百四十万ドルの
補助金を発表した。この補助金は、東京の東洋文
庫、台湾の国立中央研究院、合衆国の社会科学研究
会議にたいしてなされた。この研究は、二十世紀中
国の内的発展、中国の外交関係、共産中国の経済を
包括するであろう」と記されている。また、同発表
には、アメリカの社会科学研究会議が受ける補助金
に関して、「研究のいっそうの進展と政策立案のた
めの事実的な基礎を供給するために」とも記されて
おり、これらから、東洋文庫は、アメリカの反中国・
反共政策立案のための日・台・米「三角同盟」に組
みこまれた、と言われることになる。もっとも、こ
のことは東洋文庫の受入れ当事者たちも予期してい
なかったことであったらしく、「三角同盟」は存在
していないと弁明したが、そもそも東洋文庫は上記
の日・台・韓・米の会議に関係しているほか、AF
資金の受入れ以外にもアメリカとの、あるいは、台・
韓・米との結びつきを強めていたのである。
　フォード財団は、財団の性格としては、アジア財
団よりはまだましであると言われていたが、アジア
財団については、その前身が反共的な「自由アジア
協会」であること、アジアの各国で現に反共的・反
中国的活動をおこなっていることなどによって、と
くに警戒すべきものと言われていた。一九六二年当
時にはまだ明らかにされておらず、もしその当時明
らかにされていたとしたら資金受入れ反対にいっそ
うの根拠をあたえていたであろうと思われること
は、アジア財団とCIAとの関係である。すなわち、
一九六七年二月二十三日の『毎日新聞』朝刊は、
「ワシントン二十一日共同」によって、「米CIA（中
央情報局）の『黒い資金』提供事件の一環として、
二十一日付ワシントンのイブニング・スター紙は、
……アジア財団（本部サンフランシスコ）もCIAの
ある『ご用財団』を通じてCIA資金を受け取ってい
たとみられていると伝えている」と報じ、さらに同
年三月二十三日の同新聞朝刊は、「サンフランシス
コ二十二日UPI」によって、「アジア財団は二十一日、
同財団がCIA（米中央情報局）から財政的支援を受
けていたことを公表した」と報じた。AF資金の受
入れ期間（A資金は三年、F資金は五年）の終了と

ほぼ時を同じくしてこのことが明らかにされたのは、
皮肉と言えば皮肉であるが、受入れ反対が決してま
ちがっていなかったことを示す画竜点睛とも言えよ
う。
　一九六二年四月ころから資金受入れ反対の機運は
全国的に急速にたかまり、七月五日の「全中国研究
者シンポジウム」を迎えることになる。その間の各
団体あるいは個人の動きについては、上記の『全中
国研究者シンポジウムの記録』にくわしい。シンポ
ジウムそのものについても、同記録を見ていただけ
ばよいわけだが、シンポジウムは資金受入れ当事者
である貝塚茂樹・山本達郎両氏が、学術会議会員と
いう資格で、招請人となって開かれたのであり、「結
論を出すためのものではない」ことがはじめからき
められていた。その結果、受入れ当事者たちを除く
出席者たちの圧倒的な反対意見にもかかわらず、
AF資金は受け入れられることになる。
　「結論を出すためのものではない」シンポジウム
に受入れ反対の人々が多数出席したことはけっして
敗北ではなかったし、また、収穫がなかったわけで
はない。収穫の一つは、受入れを是とする受入れ当
事者たちの「哲学」（実は哲学の名に値するもので
はないが）が誰の目にも明らかになったことである。
　以上、AF資金受入れをめぐる当時の政治情勢・
国際情勢のようなことに重点をおきすぎたきらいが
あるが、資金受入れを「学界における安保体制」、
受入れ反対運動を「学界における安保闘争」と言う
だけでは、それはけっしてまちがってはいないけれ
ども、なお若干の重要な問題がぬけ落ちてしまうで
あろう。
　AF資金受入れ当事者たちは、近・現代中国を研
究する人々が研究費にめぐまれていないことを痛感
しており、自分たちのためにも、また、より若い研
究者たちのためにも、いわばやむをえずアメリカ資
金を受入れようとした面もあり、そこには一種の「善
意」さえ認められようが、「善意」から出発すれば
結果は必らずよいとはきまっていない。アメリカの
財団の性格も問題であり、アメリカの財団が資金を
供与する意図・意味も問題であるが、かりに資金の
性質を問わないとしても、民主的な体制ができてい
ない日本の学界において、少数の人間が多額のカネ
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を受け入れたり配分したりする「権力」を握った場
合、その結果どういうことがおこるかくわしく述べ
るまでもないであろう。
　また、近・現代中国を研究すると言っても、ただ
やみくもに研究すればよいというものではなく、何
のために、何を、どのように研究するか、研究すべ
きかという問題がある。研究の対象も研究の方法も
もちろん問題にしなければならないが、もっとも問
題にすべきことは研究の基本的態度、あるいは研究
者の基本的姿勢であろう。
　一九六二年と言えば、一九四五年の日本の敗戦か
ら十七年、一九四九年の中華人民共和国の成立から
十三年を経過しているが、日本と中国との国交はい
まだ回復されておらず、日本が中国を侵略したこと
にたいするあとしまつはなされていない（ついでに
言うと、一九七二年の日中国交回復は、侵略戦争の
あとしまつができ上がったのではなく、あとしまつ
が始まったと考えるべきであろう）。戦争責任、侵
略責任は中国研究者のみが負うべきものではないに
しても、中国を研究の対象とする中国研究者は、過
去の侵略の歴史にたいする反省と、二度と侵略をく
りかえさないという決意とを研究の出発点にすえる
べきものでろう。中国を敵視するつもりはない、と
弁明したところで、台湾との結びつきを強めること
自体、また、中国敵視政策に結果的にもせよ協力す
ること自体が中国を敵視することになるのである。
　さらに、中国を敵視するつもりはないのだから中
国を敵視してはいないとか、政治にかかわるつもり
はないのだから政治には関係がないとか、要するに
おのれの主観的願望によって客観性が保証されるよ
うに思う研究者たちがどうして生みだされてきたの
か、という問題がある。そのような研究者たちが、
日本のこれまでの中国研究（あるいは、いわゆるシ
ナ学やいわゆる東洋学）の伝統のなかから生みださ
れてきたものだとすれば、日本のこれまでの中国研
究にたいする批判・反省もまた急務になるのではな
いか。
　このようにして、AF資金が受け入れられること
になってからのちは、受入れに反対してきた人々は、
受け入れられた資金にたいして監視をつづける一方、
あるいはいわゆる研究体制の民主化の運動に、ある

いは日中国交回復ならびに日中学術交流の運動に、
あるいは日本のこれまでの中国研究にたいする批判・
反省の作業に力をそそいでいった。人によってどの
運動ないし作業に重点をおくかというちがいがあり、
若干意見の分裂は見られたが、反対運動が分裂した
というようなものではない。受入れに真に反対した
人々は分裂しなかったのであり、口先だけで反対し
ていた人々が本当に反対していなかったことが明ら
かになっただけのことである。
　それはとにかくとして、敗戦後の日本には何々に
反対する運動がいわば無数にあったけれども、その
少なからざるものが竜頭蛇尾に終わり、いつの間に
か自然消滅してしまうという状態にあったなかで、
AF資金受入れ反対運動はよく最後までがんばりと
おした。シンポジウムののち、それまでの中国研究
者研究団体連絡会議

4 4

は解散し、新たに中国研究者研
究団体連絡協議会

4 4 4

が結成されるが、同協議会は受け
入れられた資金にたいして監視をつづけ、一九六五
年にはアジア財団資金による三ヵ年計画の終了に際
しては東洋文庫をして継続申請をとりやめさせ、さ
らに一九六七年にはフォード財団資金による五ヵ年
計画の終了に際しても東洋文庫の関係委員会をして
そのまま解散するにいたらしめている。その間、受
入れ当事者たちは完全に孤立し、資金の具体的使途
についても最初の計画の一部を変更せざるをえなか
ったのである。
　なお、AF資金受入れ問題とほぼ時を同じくして、
京都大学における「東南アジア研究センター」設立
問題が顕在化した。これもまたフォード財団からの
資金供与によるものであり、AF問題と基本的性格
は同じである。このセンター設立にたいしても反対
運動がおこり、組織され、ねばり強いたたかいがつ
づけられた。
　さて、東洋文庫は財団法人のかたちをとる「民間」
の研究機関ではあるが、もともと東京大学（とくに
文学部東洋史学科）と人間的・人事的に関係が深く、
AF資金受入れにあたる関係委員会のメンバーも東
大・京大をはじめとする大学の関係者がほとんどで
ある。それらの受入れ当事者のあるもの（すべてで
はないにしても）は、大学教授としての権限を利用
して、また学会の役員としての立場を利用して、あ
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るいは、出版社などにたいする発言力を利用して、
受入れに反対する人々をそれぞれの場から排除しよ
うと試みた。排除される対象としては、たんに「ア
メリカ帝国主義の文化侵略」を問題にした人々より
も、そういう「文化侵略」をやすやすと受け入れる
「研究者の基本的姿勢」を問うた人々のほうが多か
ったようである（そのような事実はないと言うなら
ば、私には具体例をあげて反論する用意がある）。
　このようなことを書いたのはほかでもない。AF
資金受入れ反対運動は、その発展の過程のなかで、
のちの「大学闘争」において提起される諸問題を、
必ずしも明瞭なかたちでではなかったにしても、い
わば先駆的に提起するにいたっていたのである。フ
ォード財団資金による五ヵ年計画の終了は、上記の
ように、一九六七年であるが、その翌六八年には大
学（とくに東京大学）においてもう激動が始まって
いる。まことに、小倉芳彦氏のことば＊＊のごとく、
AF問題は「外患」ではなくて「内憂」であったの
かもしれない。� （一九七三・五・七）

＊　本巻所収六六頁。

＊＊　「日本における東洋史学の発達」（『岩波講座　世界

歴史』30別巻、一九七一、所収。のち『吾レ龍門ニ在

リ矣』一九七四、に再録）に、以下の文がある。

　……（前略）「新しい研究方向」が両財団の資金提供

によって阻害されるのではなくて、「新しい」とされ

るもののなかにすでに
4 4 4

「かつての研究体制」が「復活」

していたのではないか。アジア・フォード問題は、外
4

患
4

ではなくて内憂
4 4

だったのではないか（註）。……（後略）

（註）上原淳道「東洋史学の反省」（『歴史評論』

一五〇号、一九六三年）は旗田の論旨をふまえ

つつ、さらに、「恩師」和田清の学風に対する批

判を展開している。また同誌同号の増井経夫「東

洋史の智恵」も、日本東洋史学の思想的矮小性

を痛烈に指摘している。

�
出典：上原淳道（上原淳道を読む会編）『「夜郎自大」
について（上原淳道著作選Ⅱ）』研文出版、1982年
5月、pp.281-291� ☆

　胡傑監督『私が死んでも』字幕（その１）
� 土屋昌明　編訳　
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